
原
始
仏
教

聖
典
に
お
け
る
呪
願

に
つ
い
て

(
草

間
)

一
七
八

原
始
仏
教
聖
典

に
お
け
る
呪
願
に

つ
い
て

草

間

法

照

わ
が
国
で
は
、
古
く
か
ら
堂
の
落
慶
や
仏
像

の
開
眼
供
養
の
際
に
は
、

七
僧
法
会
と
称
さ
れ
る
大
法
会
が
営
ま
れ
て
き
た
。
七
僧
法
会
と
は
講

師

・
読
師

・
三
礼
師

・
唄
師

・
散
華
師

・
堂
達
、

そ
れ
に
呪
願
文
を
唱

え
る
呪
願
師
の
七
人
の
役
僧
が
出
仕
し
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
呪
願
を
唱
え
る
と
い
う
制
度
は
、

一
応
原
始
仏
教
の
時
代
に
ま
で

遡
り
う
る
も
の
と
み
て
よ
い
が
、
呪
願
の
起
源
や
性
格
に
つ
い
て
は
、

少
し
く
問
題
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
主
と

し
て
達
嘱
と
の
関
係
に
留
意
し
て
、
若
干
の
考
察
を
な
し
た
い
。

原
始
仏
教
教
団
の
出
家
者
は
乞
食
に
よ
る
生
活
を
基
本
と
し
た
が
、

後
に
は
、
在
家
信
者
の
様
々
な
請
食
を
受
け
る
こ
と
も
余
得

(
a
t
y
t
u
y
u

l
s
b
u
y
t
)

と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
。
『
パ
ー
リ
律
』
に
よ
る
と
、

出
家
者
が
食
の
供
養
を
受
け
た
時
に
は
、
食
後

に
長
老

比
丘
が
随
喜

(1
)

(
a
g
r
e
y
t
y
)

を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

施
主
に
対
す
る

一
種
の
謝
辞
と
い
つ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
『
十
諦
律
』

の
相
当
箇
所
で
は
、
「有
余
の
沙
門
婆
羅
門
は
讃
唄
し
、
呪
願
し
、
讃
嘆

(2
)

す
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

こ
の
習
慣
は
仏
教
以
外
で
も
広
く
行
な
わ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

パ
ー
リ
聖
典
に
は
、
仏
陀
や
比
丘
が
種
々

ぞ
 

の
布
施
を
受
け
た
後
で
、随
喜
を
述
べ
て
い
る
光
景
が
散
見
さ
れ
る
が
、

通
常
、
そ
れ
ら
は
詩
句
の
形
式
を
と
つ
た
説
法
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
、
出
家
者
は
直
接
に
謝
辞
を
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
向
を

説
法
と
い
う
形
で
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

(4
)

漢
訳
仏
典
で
も
、
随
喜

の
偶
を
説
い
た
と
い
う
記
事
が
見
出
さ
れ
る

(5
)

が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
呪
願
を
説
い
た
と
い
う
記
述
も
散
見
さ
れ
、
こ

の
呪
願
も
a
n
r
y
t
y
u
y
t
u

(
S
k
t
)
の
訳
語
と

一
般
に
み
な
さ
れ
て
い
る
。

呪
願
が
パ
ー
リ
聖
典
に
お
け
る
随
喜
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に

は
異
論
の
余
地
は
な
い
が
、
呪
願
の
原
語
を
a
n
r
e
y
r
t
rと
直
ち
に

み
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

呪
願
の
原
語
の
比
定
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
と
の
綿
密
な
照
合

を
要
す
る
が
、
資
料
上
の
制
約
に
よ
り
現
下
の
と
こ
ろ
余
り
期
待
は
望

め
な
い
。
し
か
し
、
呪
願
の
原
語
を
a
n
t
r
u
y
u
y
u
に
の
み
限
定
す
る

こ
と
を
躊
躇
さ
せ
る
材
料
が
少
し
く
存
す
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
ま
ず
、
『
四
分
律
』
の
中
の
、
右
の

『
パ
ー
リ
律
』
と
パ
ラ
レ
ル
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な
箇
所

で
は
、
a
n
r
y
t
e
u
y
u
y
t

に
相
当
す
る
訳
語
が
達
襯
と
な

つ
て
い

(
6
)

る
の
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
訳
語
が
正
確
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は

(
7
)

a
n
u
m
o
d
a
n
a

で
は
な
く
、
d
a
t
r
y
r
t
を
予
測
さ
せ
る

で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、

こ
の
食
後
達
嘲
を
説
く
べ
し
と
い
う
規
定
を
仏
陀
や
弟
子
が
遵

(8
)

守
し
て
い
る
記
事
も
漢
訳
仏
典
の
中
に
は
存
す
る
。
ま
た
、

サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
文
献
と
の
照
合
に
よ

っ
て
、
呪
願
の
原
語
が
d
鋤k
曾
愚

に
な
つ

(
9
)

て
い
る
例
が
ご
く
僅
か
で
は
あ
る
が
存
す
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
漢
訳
仏
典
で
は
呪
願
と
達
襯
が
並
存
し
て
お
り
、
そ

れ
故
に
両
者
の
間
に
明
瞭
な
区
別
を
な
す
こ
と
に
は
困
難
が
残
る
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

パ
ー
リ
聖
典
に
み
ら
れ
る
随
喜
の
詩
句
の
内
容
は
、
布
施
と
い
う
善

業
に
よ
る
施
主
の
浬
葉
の
証
得
や
他
生
に
お
け
る
成
仏
、
仏
陀
に
濯
遁

し
弟
子
と
な
る
等
の
授
記
と
い
う
出
世
間
的
な
も
の
、
ま
た
世
間
的
な

も
の
で
も
生
天
を
説
く
等
の
も
の
が
主
で
あ
る
。
漢
訳
仏
典
で
も
、

こ

の
よ
う
な
内
容
も
備
え
た
呪
願
も
少
な
く
は
な
い
が
、
現
実
的
な
願
望

の
成
就
を
祈
願
す
る
と
い
う
も
の
も
み
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

呪
願
は

「
出
家
者
が
請
食
等
の
供
養
を
受
け
た
際
に
、
感
謝
の
意
を
こ

め
て
、
施
主
の
願
望
の
成
就
を
祈
願
し
て
唱
え
る
詩
句
」
と
定
義
し
う

る
。

(
1
0
)

そ
の
よ
う
な
呪
願
の
典
型
的
な
例
を

『
僧
祇
律
』
の
中
に
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
亡
人
の
た
め
の
施
食

子
の
誕
生
時
の
施
食

・

新
築

の
家

へ
入
る
時
の
施
食

・
商
人
が
商
用
の
旅
に
出
か
け
る
時
の
施

食

・
妻
を
嬰
つ
た
時

の
施
食
等
の
各

々
の
際
に
説
く
べ
き
呪
願

と
説
い

て
は
な
ら
な
い
呪
願

の
且
ハ体
例
を
列
挙
し

て

い
る
。

こ
れ
ら

の
中
で

は
、
商
人
が
旅
に
出
か
け
る
際
の
施
食
に
お
け
る
呪
願
が
極
め
て
詳
細

に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
詮
ず
る
と
こ
ろ
、
四
方
に
位
置
す
る
種

種
の
星
宿
や
神

々
等
が
商
人
の
道
中
の
安
全
を
計
り
、
利
益
を
得
て
無

事
帰
還
で
き
る
よ
う
に
祈
願
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の

一
連
の

詩
句
は
民
間
に
流
布
し
て
い
た
呪
文
の

一
種
で
、
遠
方
に
旅
行
す
る
商

人
の
息
災
を
祈
る
際
に
諦
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
仏
教
内
に
取
り
入
れ

(
1
1
)

(
1
2
)

ら

れ

た
も

の

で

あ

ろ

う
。

こ

の
呪
願

は
、
『
マ

ハ
ー

ヴ

ァ

ス
ト

ゥ
』
の
中

の
成

道

直

後

の
仏

陀

に
食

を

献

じ

た

こ

と

で
有

名

な

ト

ラ
プ

サ
、

バ

ッ

リ
カ
と
い
う
二
商
人
に
対
す
る
そ
れ
と
ほ
ぼ
完
全
に

一
致
す
る
か
ら
、

少
く
と
も
大
衆
部
系
の
部
派
に
お
い
て
、
こ
の
呪
願
が
行
な
わ
れ
て
い

た
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

布
施
は
様

々
な
動
機
か
ら
な
さ
れ
る
が
、
在
家
信
者
の
場
合
に
は
か

な
り
現
実
的
な
次
元
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、

そ
れ
に
応
じ
て
呪

願

の
内
容
も
現
実
的
、
時
に
は
現
世
利
益
的
な
も

の
に
な
る
傾
向
を
妊

(
1
3
)

ん
で
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
『
四
分
律
』
で
は
、
施
主
の
意
向

に
応
じ
て
布
施

・
檀
越
法

・
天

・
過
去
の
父
祖

の
い
ず
れ
か
を
説
く
べ

し
と
あ
り
、
ま
た
、
『
雑
宝
蔵
経
』
で
は
、
呪
願
に
は

「
用
う
可
き
時
有

(
1
4
)

り
。
用
う
可
か
ら
ざ
る
時
有
り
」
と
か
、
「
若

し
説
法
呪
願
せ
ん
と
欲

(
1
5
)

さ

ば
、

当

に
時

宜

を

解

す

べ
し
」

と
述

べ

て
い

る

が
、

こ
れ

は

前

述

の

『
僧

舐

律

』

や

『
マ
ハ
ー
ヴ

ァ

ス
ト

ゥ
』

と

共

に
、

ヶ

ー

ス
に

応

じ

た

原
始
仏
教
聖
典

に
お
け
る
呪
願

に

つ
い
て

(
草

間
)

一
七
九
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原
始
仏
教

聖
典

に
お
け
る
呪
願

に

つ
い
て

(
草

間
)

一
八
○

呪
願
の
雛
型
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
呪
願
に
は

『
パ
ー
リ
律
』

の
随
喜

(
d
s
f
g
d
s
f
g
s
d
)

に

対
応
す
る
も
の
と
、
『
四
分
律
』
の
達
嘲

(
s
d
a
g
f
g
h
d
f
s
)

に
対
応
す
る
も
の

と
の
二
つ
の
場
合
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
次
に
、
『
四
分
律
』

が
な
ぜ

「
達
襯
を
説
く
べ
し
」
と
規
定
す
る
に
至
つ
た
か
を
推
定
す
る

た
め
に
、
s
g
h
g
f
s
f
d
h

の
用
例
を
少
し
く
検
討
し
よ
う
。

パ
ー

リ
聖
典
に
あ
ら
わ
れ
る
s
a
d
g
d
f
j
g
d
f

の
用
例
は
二
つ
に
大
別
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る

「
施
」
の
意
味
で
あ
り
、
こ

れ
は
s
a
d
a
d
d
s
f
g

に
類
似
し
た
も
の
と
い
つ
て
よ
い
。
今

一
つ
は
、
「媒
介

の
償
い
の
施
」
の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
前
者
の

場
合
に

は
施
と
い
う
善
業
の
果
は
施
者
自
身
に
現
わ
れ
る
が
、
後
者
の

場
合
に
は
施
者
は
単
な
る
媒
介
者
に
す
き
ず
、
そ
の
果
は
施
者
自
身
で

は
な
く
施
者
が
望
ん
だ
第
三
者
、
例
え
ば
神

々
・
餓
鬼

・
祖
先
等
に
向

け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
意
味
で
s
a
d
s
d
f
h
g
f
d
s
a

が
用
い
ら
れ
る
時

に
は
、

普
通
s
d
g
g
f
h
d
s

(接
頭
辞
を
付
加
し
た
s
a
d
g
f
d
s
g
s
d
a
g
h
d
s
a

(
1
6
)

9
s
d
f
h
s
a
d
f
a
s
d

等
が
多
い
)
と
い
う
動
詞
を
伴
つ
て
用
い
ら
れ
る
。
達
嘲

の
制
度
は
こ
の
第
二
の
観
念
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即

ち
、
福

田
に
布
施
を
行
い
、
そ
の
果
を
神
々
や
鬼
霊
等
に
向
け
る
な
ら

ば
、
供

養
さ
れ
た
彼
ら
は
逆
に
施
者

へ
恩
恵
を
施
す

の
で
あ
る
が
、

こ

の
観
念
は
神
々
や
鬼
霊

の
庇
護
を
受
け
る
と
い
う
考
え
方
に
連
な
る
も

の
で
あ

る
し
、
ま
た
、
餓
鬼
や
祖
先
に
向
け
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
祖
先

供
養

へ
の
道
を
用
意
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
在
家
信
者

の
多
く
が
こ
の
よ
う
な
動
機
か
ら
施
食
等
を
な
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

首
肯
で
き
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
(
1
)
呪
願

の
原
語
を
s
a
f
g
j
h
g
f
d
s

口
と
限
定
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
り
、
s
a
d
f
a
g
d
s
a
f

も
想
定
し
う
る
。
(
2
)
漢
訳
仏
典
に
お
い

て
は
、
呪
願
と
達
嘲
が
並
存
し
、

ほ
ぼ
同
じ
用
法
が
な
さ
れ
て
い
る
。

圖
達
嘲
の
習
慣
の
発
生
を
考
え
る
上
で

『
四
分
律
』
の
記
事
が
注
目
さ

れ
る
。
働
達
襯
は
d
鋤犀
曾
。
s
d
h
d
g
d
s
f
g
h
g
g

の
観
念
に
基
づ
く
も
の
と
推
定
し

う
る
、
等
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

呪
願
と
達
嘲
の
制
度
は
シ
ナ
で
も
採
用
さ
れ
た
が
、
シ
ナ
で
は
両
者

を
区
別
し
、
呪
願
は
食
前
、
達
嘲
は
食
後
に
説
く

と
い
う
形
を
と
つ
た
。

(
1
7
)

こ
れ
は
道
安
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
『
四
分
律
行
事
砂
資
持
記
』

の
中
で
は
呪
願
と
達
嘲
の
区
別
が
論
じ
ら
れ
、
「
事
に
約
す
れ
ば
同
じ
き

に
似
た
る
も
、
義
を
究
む
れ
ば
須
ら
く
別
な
る

べ
し
O
呪
願
は
則
ち
別

(
1
8
)

し
て
所
為
を
陳
べ
、
達
嘲
は
則
ち
通
じ
て
説
法

と
為
す
」
と
定
義
さ
れ

て
い
る
が
、

こ
れ
は
シ
ナ
で
も
両
者
の
相
違
を

明
確
に
し
え
な
か
つ
た

事
情
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
上
来
述
べ
て
き
た
呪
願
と
達
襯
と
の
間
の
輻
晦
性
に
帰
因
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

12

『
十
諦
律
』
巻
四
一
(大
正
二
三
・
二
九
九
b
)
。

3
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5
0

4

『
雑
阿
含
』
巻
六

(
大
正

二

・
三
七
b
)
、
巻
二
四

(
同
右

・
一
七
四
b
)
、

『
五
分
律
』
巻

一

(
大
正

二
二

・
二
b
)
、
巻
五

(
同
右

・
三
三

a
)
、巻

二

二

(
同
右

・
一
四

八

c
)
等
。

5

『
別
訳
雑
阿
含
』
巻

ニ
ニ

(
大

正
二

・
四
六
五

a
)
、『
増

一
阿
含
』
巻

一

〇

(
同
右

・
五
九

六

c
)
、
巻

二
〇

(
同
右

・
六
四
八
b
)
、『
四
分
律
』
巻

三

一

(
大
正
二
二

・
七
八
二

a
)
、
『
根
本
説

一
切
有
部
毘
奈
耶
破
僧
事
』

巻

五

(
大
正
二
四

・
一
二
五
b
)

等
。

6

『
四
分
律
』
巻

四
九

(大

正
二

二

・
九
三
五
c
)
。

7

因
み
に
、
他
律

の
相

当
箇
所
を
み
る
と
、
『
十
諦
律
』
巻
四

一
(
大
正

二

三

・
二
九
九
b
)

と

『
五
分
律
』
巻
二
七

(
大
正

二
二

・
一
七
九
b
)

で

は
、
共
に
呪
願

と
訳
出

さ
れ

て
い
る
。

8

例

え
ば
、
『
根
本
説

一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』
巻

二
五

(大

正
二
四

・
三

二
五
a
)
で
は
施
頗
鐸
敲

緊
、

『
鼻
奈
耶
』
巻

四

(
同
右

・
八
六
七

a
)
、

巻
七

(
同
右

・
八
八
二
b
)

で
は
達
襯
、
『
根
本
説

一
切
有
部

毘
奈
耶
』
巻

四
四

(
大
正
二
三

・
八
六
七

c
)

で
は
鐸
敲
祭

伽
他

(
こ
の
語
は
、
従

今

已
去
我
諸
弟
子
芯

甥
芯
鯛
尼
等
、

毎
食
了
時
説
鐸
敲
摯
伽
他

と
し

て
出

て

く
る
)
、
『
増

一
阿
含
』

巻
九

(
大
正

二

・
五
八
九
b
)

で
は
達
嘲
、

巻

四

一

(
同
右

・
七
七
五
b
)
、
巻

五

一
(
同
右

・
八
二
六

c
)
で
は
嘲

と
な

つ

て
い
る
。

9

例

え
ば
、

『
根
本
説

一
切
有
部

毘
奈
耶
雑
事
』
巻
三
六

(
大
正

二
四

・
三

八
五
a
)

の

「
願

わ
く

ば
彼
名

を
称

え
て
、
而
し
て
呪
願

を
為

し
た
ま
わ

ん

こ
と
を
」

に
相
当
す
る
サ

ン

ス
ク
リ

ッ
ト
文

は
、
t
r
e
 
c
a
 
h
d
t
y

s
u
t
y
r
 
V
f
h
y
h
y
t
u
 
6
.
 
1
0
)

と
な

つ
て
い
る
し
、
『
長

阿
含
』
巻

二

(大

正

一

・

一
二

C
)

の
呪

願

も

d
節
k
曾
心
鋤

に
相

違

な

い
。

10

『
僧
祇
律
』
巻
三
四

(
大
正

二
二

・
五
〇
〇
b
i

五
〇

一
b
)
。

111213

『
四
分
律
』
巻

四
九

(
大
正
二
二

・
九
三
五

c
)
。

14

『
雑
宝
蔵
経
』
巻
六

(
大
正
四

・
四
七
九

c
)
。

15

同
右

(
大
正
四

・
四
八
O
b
)
。

16

こ
の
第
二
の
用
例

に
関
し

て
は
桜
部
建
博
士

の
研
究
が
あ
る
(
「
功
徳
を

廻
施
す

る
と
い
う
考
え
方
」
、
大
谷
大
学
仏
教
学
会
編

『
業
思
想

の
研
究
』

九

三
-

一
〇
〇
頁
)
。

17

『
四
分
律
捌
繁
補
關
行
事
砂
』
巻
下
三

(
大
正

四
〇

・
=
二
六
b
)
。

18

『
四
分
律
行
事
砂
資
持
記
』
巻
下
三

(
大

正
四
〇

・
四
〇

三

c
)
。

原
始
仏
教
聖
典

に
お
け
る
呪
願

に

つ
い
て

(
草

間
)

一
八

一

-705-


